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佐倉市条例第   号 

   佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第１条 佐倉市国民健康保険税条例（昭和３４年佐倉市条例第２６号）の一部

を次のように改正する。 

  第２３条の２中「第２４条の２」を「第２５条の２」に改める。 

  第２４条の２を削る。 

  第２５条の次に次の１条を加える。 

  （特例対象被保険者等に係る申告） 

 第２５条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保

険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長

が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

 ２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給者資格

者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第

１項第１号に規定するものをいう。）又は雇用保険受給資格通知（同令第

１９条第３項に規定するものをいう。）の提示を求められた場合には、こ

れらを提示しなければならない。 

  附則第３項中「第２３条第１項」を「第２３条」に、「同項」を「同条第

１項」に改める。 

  附則第４項、第５項、第７項から第１０項まで、第１３項及び第１４項の

規定中「第２３条第１項の」を「第２３条の」に改める。 

第２条 佐倉市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

  第３条第１項中「１００分の６．３」を「１００分の６．３３」に改める。 



 

  第４条中「２１，０００円」を「２２，２００円」に改める。 

  第５条第１号中「２８，０００円」を「２９，２００円」に改め、同条第

２号中「１４，０００円」を「１４，６００円」に改め、同条第３号中「２

１，０００円」を「２１，９００円」に改める。 

  第６条中「１００分の２」を「１００分の２．６５」に改める。 

  第７条中「５，０００円」を「７，０００円」に改める。 

  第８条中「１００分の１．２」を「１００分の１．５２」に改める。 

  第９条中「１１，０００円」を「１４，４００円」に改める。 

  第２３条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第１号ア中

「１４，７００円」を「１５，５４０円」に改め、同号イ（ア）中「１９，

６００円」を「２０，４４０円」に改め、同号イ（イ）中「９，８００円」

を「１０，２２０円」に改め、同号イ（ウ）中「１４，７００円」を「１５，

３３０円」に改め、同号ウ中「３，５００円」を「４，９００円」に改め、

同号エ中「７，７００円」を「１０，０８０円」に改め、同項第２号ア中

「１０，５００円」を「１１，１００円」に改め、同号イ（ア）中「１４，

０００円」を「１４，６００円」に改め、同号イ（イ）中「７，０００円」

を「７，３００円」に改め、同号イ（ウ）中「１０，５００円」を「１０，

９５０円」に改め、同号ウ中「２，５００円」を「３，５００円」に改め、

同号エ中「５，５００円」を「７，２００円」に改め、同項第３号ア中「４，

２００円」を「４，４４０円」に改め、同号イ（ア）中「５，６００円」を

「５，８４０円」に改め、同号イ（イ）中「２，８００円」を「２，９２０

円」に改め、同号イ（ウ）中「４，２００円」を「４，３８０円」に改め、

同号ウ中「１，０００円」を「１，４００円」に改め、同号エ中「２，２０

０円」を「２，８８０円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，１５０円」



 

を「３，３３０円」に改め、同号イ中「５，２５０円」を「５，５５０円」

に改め、同号ウ中「８，４００円」を「８，８８０円」に改め、同号エ中

「１０，５００円」を「１１，１００円」に改め、同項第２号ア中「７５０

円」を「１，０５０円」に改め、同号イ中「１，２５０円」を「１，７５０

円」に改め、同号ウ中「２，０００円」を「２，８００円」に改め、同号エ

中「２，５００円」を「３，５００円」に改める。 

第３条 佐倉市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「１００分の６．３３」を「１００分の６．３６」に改め

る。 

  第４条中「２２，２００円」を「２３，３００円」に改める。 

  第５条第１号中「２９，２００円」を「３０，３００円」に改め、同条第

２号中「１４，６００円」を「１５，１５０円」に改め、同条第３号中「２

１，９００円」を「２２，７２５円」に改める。 

  第６条中「１００分の２．６５」を「１００分の３．３」に改める。 

  第７条中「７，０００円」を「９，１００円」に改める。 

  第８条中「１００分の１．５２」を「１００分の１．８４」に改める。 

  第９条中「１４，４００円」を「１７，８００円」に改める。 

  第２３条第１項第１号ア中「１５，５４０円」を「１６，３１０円」に改

め、同号イ（ア）中「２０，４４０円」を「２１，２１０円」に改め、同号

イ（イ）中「１０，２２０円」を「１０，６０５円」に改め、同号イ（ウ）

中「１５，３３０円」を「１５，９０７円」に改め、同号ウ中「４，９００

円」を「６，３７０円」に改め、同号エ中「１０，０８０円」を「１２，４

６０円」に改め、同項第２号ア中「１１，１００円」を「１１，６５０円」

に改め、同号イ（ア）中「１４，６００円」を「１５，１５０円」に改め、



 

同号イ（イ）中「７，３００円」を「７，５７５円」に改め、同号イ（ウ）

中「１０，９５０円」を「１１，３６２円」に改め、同号ウ中「３，５００

円」を「４，５５０円」に改め、同号エ中「７，２００円」を「８，９００

円」に改め、同項第３号ア中「４，４４０円」を「４，６６０円」に改め、

同号イ（ア）中「５，８４０円」を「６，０６０円」に改め、同号イ（イ）

中「２，９２０円」を「３，０３０円」に改め、同号イ（ウ）中「４，３８

０円」を「４，５４５円」に改め、同号ウ中「１，４００円」を「１，８２

０円」に改め、同号エ中「２，８８０円」を「３，５６０円」に改め、同条

第２項第１号ア中「３，３３０円」を「３，４９５円」に改め、同号イ中

「５，５５０円」を「５，８２５円」に改め、同号ウ中「８，８８０円」を

「９，３２０円」に改め、同号エ中「１１，１００円」を「１１，６５０

円」に改め、同項第２号ア中「１，０５０円」を「１，３６５円」に改め、

同号イ中「１，７５０円」を「２，２７５円」に改め、同号ウ中「２，８０

０円」を「３，６４０円」に改め、同号エ中「３，５００円」を「４，５５

０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（１）第２条及び次項の規定 令和６年４月１日 

（２）第３条及び附則第３項の規定 令和８年４月１日 

 （適用区分） 

２ 第２条の規定による改正後の佐倉市国民健康保険税条例の規定は、令和６

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国



 

民健康保険税については、なお従前の例による。 

３ 第３条の規定による改正後の佐倉市国民健康保険税条例の規定は、令和８

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 


